
宮城県外国人介護人材受入施設等環境整備事業費補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 県は、外国人介護人材を受け入れる（予定を含む）介護サービス事業所及び介護施設等

（以下「事業所等」という。）において、外国人介護人材とのコミュニケーション支援、介護福

祉士資格の取得を目指す外国人介護人材への学習支援及びメンタルヘルスケア等の生活支援を

行うことにより、介護業務に従事する外国人介護人材が円滑に就労・定着できるようにすると

ともに、併せて、外国人留学生が在籍する（予定を含む）介護福祉士養成施設、 介護福祉士学

校、福祉系高等学校及び日本語学校（以下「介護福祉士養成施設等」という。）において、外国

人留学生に適切な教育を行うための教員の質の向上に資する研修や介護福祉士試験対策として

必要な取組を行うことにより、外国人留学生に質の高い教育を提供し、介護福祉士国家試験に

合格できるようにすることを目的として、当該事業所等及び介護福祉士養成施設等に対し、予

算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付等に関しては、地域医療介護総合確保基金

管理運営要領（平成２６年９月１２日医政発０９１２第５号、老発０９１２第１号、保発０９

１２第２号厚生労働省医政局長、老健局長、保険局長連名通知）及び補助金等交付規則（昭和

５１年宮城県規則第３６号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、この要綱の定めると

ころによる。 

 

 （定義） 

第２条 この要綱において、「介護サービス事業所」とは、別表１における通所系サービス事業

所、短期入所系サービス事業所及び訪問系サービス事業所をいう。 

２ この要綱において、「介護施設等」とは、別表２に記載した施設をいう。 

３ この要綱において、「外国人留学生」とは、在留資格「留学」を持つ外国人をいう。 

４ この要綱において、「介護福祉士養成施設」とは、社会福祉士及び介護福祉士法（昭和６２

年法律第３０号。以下「社会福祉士及び介護福祉士法」という。）第４０条第２項第１号から

第３号までに規定する養成施設のうち、大学及び短期大学が設置するものを除いた施設をい

う。 

５ この要綱において、「介護福祉士学校」とは、社会福祉士及び介護福祉士法第４０条第２項

第１号から第３号までに規定する養成施設のうち、大学及び短期大学が設置する施設をいう。 

６ この要綱において、「福祉系高等学校」とは、社会福祉士及び介護福祉士法第４０条第２項

第４号に規定する施設をいう。 

７ この要綱において、「日本語学校」とは、出入国管理及び難民認定法第７条第１項第２号の

基準を定める省令（平成２年法務省令第１６号）の表の法別表第一の四の表の留学の項の下欄

に掲げる活動の項の下欄の規定による日本語教育機関をいう。 

 

（交付の対象）  

第３条 この補助金の対象となる事業は、次に掲げる事業（以下「補助事業」という。）とす

る。 



（１） 宮城県内において外国人介護人材を受け入れる（予定を含む）事業所等を運営する者

が実施する、外国人介護職員とのコミュニケーションを促進する取組、外国人介護職員

の介護福祉士の資格取得に必要な取組、外国人介護職員の生活支援に必要な取組に係る

事業 

（２） 宮城県内に所在し、外国人留学生が在籍する（予定を含む）介護福祉士養成施設、 

介護福祉士学校、福祉系高等学校及び日本語学校が実施する、外国人留学生への介護福

祉士国家試験合格のための教育の質の向上に必要な取組に係る事業 

２ 補助金の交付の対象となる事業の実施期間は、補助金の交付決定の時期に関わらず、交付決

定のあった日の属する年度の４月１日から３月３１日までとする。 

 

（交付額の算定方法）  

第４条 この補助金の交付額は、別表３により算出された額とする。 

 

（交付の申請） 

第５条 規則第３条第１項の規定による補助金交付申請書の様式は、様式第１号によるものと

し、その提出期限は知事が別に定める。 

２ 規則第３条第２項の規定により補助金交付申請書に添付しなければならない書類は、次のと

おりとする。 

（１） 経費所要額調書（様式１－１） 

（２） 支出計画書（様式１－２） 

（３） 事業計画書（様式１－３） 

（４） 補助事業に係る歳入歳出予算書（見込書）の抄本 

（５） 納税証明書（県税） 

（６） 暴力団排除に関する誓約書 

（７） その他知事が必要と認める書類 

３ 次のいずれかに該当する者は、交付申請をすることができないものとする。 

（１） 暴力団排除条例（平成２２年宮城県条例第６７号）に規定する暴力団又は暴力団員等 

（２） 県税に未納がある者 

４ 知事は前項第１号に規定する暴力団又は暴力団員等に関する事項について、県警察本部長宛

て照会することができる。 

 

 （交付の決定） 

第６条 交付の申請により交付申請額の総額が予算額を上回った場合においては、一の申請者か

ら、運営する複数の事業所等について交付の申請があった場合には、１法人当たり２事業所等

を限度とし、選定に当たっては、外国人介護人材の受入（予定を含む）人数が多い上位２事業

所等を優先するものとする。 

２ 前条による交付の申請により、なお交付申請額の総額が予算額を上回る場合は、外国人介護

人材の受入（予定を含む）人数が多い法人、又は、外国人留学生の在籍（予定を含む）人数が



多い介護福祉士養成施設等、次いで交付申請の受付順により交付決定を行うものとする。 

 

（交付の条件）  

第７条 規則第５条の規定により付する条件は、次のとおりとする。 

（１） 補助事業に要する経費の配分又は補助事業の内容の変更をする場合には、様式第２号

により知事の承認を受けなければならない。ただし、次に掲げる軽微な変更については、

この限りでない。 

    イ 補助事業の目的の達成に支障をきたすことなく、かつ、事業計画の細部の変更で

あって、交付決定を受けた補助金の額の増額を伴わない場合 

    ロ 補助対象経費の 20％以内の変更 

（２） 事業を中止し、又は廃止する場合には、中止又は廃止の理由が生じた後速やかに、様

式第３号により知事の承認を受けなければならない。 

（３） 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合に

おいては、その事実が判明した後速やかに知事に報告し、その指示を受けなければなら

ない。 

（４） 取得財産等のうち、規則第２１条第２号及び第３号の規定に基づき知事が定める処分

を制限する財産は、取得価格又は効用の増加価格が５０万円以上の機械、器具、備品及

びその他の財産とする。 

（５） 知事の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全

部又は一部を県に納付させることがある。 

（６） 事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても善良

な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならない。 

（７） 事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした調書を作成するとともに、事業に係

る歳入及び歳出について証拠書類を整理し、かつ調書及び証拠書類を事業が完了する日

（事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日）の属する年度の

終了後５年間保管しなければならない。 

（８） 補助事業を行うために締結する契約の相手方及び関係者から、寄付金等の資金提供を

受けてはならない。 

（９） 補助事業を行うために締結する契約については、県が行う契約手続の取扱いに準拠し

なければならない。 

（10） 事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費

税の仕入控除税額が確定した場合においては、様式第４号により速やかに知事に報告す

ること。 

なお、補助事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部（又は一支社、一支所等）

であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部（又は本社、本所等）で消

費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基

づき報告を行うこと。 

また、知事に報告があった場合においては、当該仕入控除税額の全部又は一部を県に



納付させることがある。 

（11） 事業者は、この補助金の交付と対象経費を重複して、他の法律又は予算制度に基づく

県の負担又は補助を受けてはならない。  

（12） 事業者は、受入予定である外国人介護人材又は外国人留学生を対象として第３条に規

定する事業を実施するために、この補助金の交付を希望する場合は、交付申請時におい

て、事業所等又は介護福祉士養成施設等において外国人介護人材又は外国人留学生の受

入人数が確定しており、実績報告時において受入対象者が確定していることを条件と

し、このことを証明する書類を、交付申請時及び実績報告時にそれぞれ提出すること。 

（13） 事業を行う者が（１）から（12）までにより付した条件に違反した場合には、この補

助金の全部又は一部を県に納付させることがある。 

 

（交付決定後の報告等） 

第８条 知事は、第５条に規定する交付の決定があった者に対して、必要に応じて事業実施状況

の報告等を求めることができるものとする。 

 

（実績報告） 

第９条 規則第１２条第１項の規定による補助事業実績報告書の様式は、様式第５号によるものと

し、その提出期限は、補助事業の完了若しくは中止又は廃止の承認の日から一月を経過した日又

は交付の決定のあつた日の属する県の会計年度の翌年度の４月２０日のいずれか早い日までに

提出するものとする。 

２ 規則第１２条第１項の規定により補助事業実績報告書に添付しなければならない書類は、次の

とおりとする。 

（１） 経費所要額精算書（様式５－１） 

（２） 対象経費の精算額内訳（様式５－２） 

（３） 事業実施状況報告書（様式５－３） 

（４） 補助事業に係る歳入歳出決算書（見込書）の抄本 

（５） 事業実施状況の記録（写真等） 

（６） その他知事が必要と認める書類 

 

（補助金の交付方法） 

第 10条 補助金は、規則第１３条に規定する補助金の額の確定後に交付するものとする。 

 

（補助金の取消等） 

第 11 条 規則第１６条第１項の規定により、補助金の交付の決定を受けた者が、補助金等の他の

用途への使用をし、その他補助事業等に関して補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条

件その他この要綱又はこれに基づく知事の処分に違反したときは、交付決定の全部又は一部を取

り消すことがある。 

２ 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定後においても適用することがあ



る。 

 

(申請の取下げ) 

第 12 条 規則第７条第１項の規定により、補助金等の交付の申請をした者は、交付決定通知を受

領した場合において、当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不

服があるときは、当該通知を受けた日から１５日以内に、申請を取り下げることができる。ただ

し、知事が特に必要と認める場合は、この期間を短縮し、又は延長することがある。 

２ 事業者は、前項に規定する場合のほか、第７条第１２号に規定する場合において、実績報告時

に事業所等及び介護福祉士養成施設等において受入対象者が確定しないことが判明した場合は、

様式第６号により速やかに申請の取り下げをしなければならない。 

  ただし、このことに伴う第７条第１号の規定による変更交付申請をした場合、又は同条第２号

の規定による事業の中止又は廃止の承認申請をした場合は、この限りではない。 

３ 第１項及び第２項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付

の決定はなかったものとみなす。 

 

（補助金の返還） 

第 13 条 補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関

し、既に補助金が交付されているときは、規則第１７条第１項の規定により、期限を定めて、そ

の返還を命ずるものとする。 

 

（書類の提出部数） 

第 14条 この要綱により知事に提出する書類の提出部数は、各 1部とする。 

 

（その他） 

第 15条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、知事が別に定める。 

 

附 則 

１ この要綱は、令和３年１２月２４日から施行し、令和３年度中に実施する事業に係る補助金

に適用する。 

２ この要綱は、次年度以降の各年度において、当該補助金に係る予算が成立した場合に、各年

度中に実施する事業に係る当該補助金にも適用するものとする。 

 

附 則 

１ この要綱は、令和４年６月２９日から施行し、令和４年度中に実施する事業に係る補助金に

適用する。 

２ この要綱は、次年度以降の各年度において、当該補助金に係る予算が成立した場合に、各年

度中に実施する事業に係る当該補助金にも適用するものとする。 

 



附 則 

１ この要綱は、令和６年１０月２２日から施行し、令和６年度中に実施する事業に係る補助金

に適用する。 

２ この要綱は、次年度以降の各年度において、当該補助金に係る予算が成立した場合に、各年

度中に実施する事業に係る当該補助金にも適用するものとする。 

 

《別表１》 

通所系サービス事業所 ・介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「介護保険法」と

いう。）に基づく以下の事業所 

通所介護事業所 

地域密着型通所介護事業所 

療養通所介護事業所 

認知症対応型通所介護事業所 

通所リハビリテーション事業所 

小規模多機能型居宅介護事業所（通いサービスに限る） 

看護小規模多機能型居宅介護事業所（通いサービスに限る） 

短期入所系サービス事業所 ・介護保険法に基づく以下の事業所 

短期入所生活介護事業所 

短期入所療養介護事業所 

小規模多機能型居宅介護事業所（宿泊サービスに限る） 

看護小規模多機能型居宅介護事業所（宿泊サービスに限る） 

認知症対応型共同生活介護事業所（短期利用認知症対応型共

同生活介護に限る） 

訪問系サービス事業所 ・介護保険法に基づく以下の事業所 

訪問介護事業所 

訪問入浴介護事業所 

訪問看護事業所 

訪問リハビリテーション事業所 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 

夜間対応型訪問介護事業所 

小規模多機能型居宅介護事業所（訪問サービスに限る） 

看護小規模多機能型居宅介護事業所（訪問サービスに限る） 

居宅介護支援事業所 

福祉用具貸与事業所 

居宅療養管理指導事業所 

 

 

 



《別表２》 

介護施設等 ・介護保険法に基づく以下の施設 

介護老人福祉施設 

介護老人保健施設 

介護医療院 

介護療養型医療施設 

認知症対応型共同生活介護事業所（短期利用認知症対応型共同生活介護を除く） 

・老人福祉法に定める以下の施設 

養護老人ホーム 

軽費老人ホーム 

有料老人ホーム 

・高齢者の居住の安定確保に関する法律に定めるサービス付き高齢者住宅 

 

 



《別表３》 

項目 １．対象経費 

 

２．基準額 

 

３．補助率 ４．備考 

別表１、別表２

に記載の事業所

等を有する法人 

（１）外国人介護職員とのコミュニケーションを促

進する取組にかかる経費 

・外国人材との入国前の通話費 

・介護業務マニュアルの作成・翻訳費 

・多言語翻訳機の購入費又はリース費 

・日本語学習の受講費、教材費 

・オンライン日本語学習に使用する通信機器（タブ

レットなど）購入費 

・日本語能力試験受講費 

・日本語能力試験に要する交通費 

・受入施設職員を対象とした異文化理解を図るた

めの教育・研修の受講又は実施費 

・コミュニケーションの促進に資するような研修

の受講費 

 

（２）外国人介護職員の介護福祉士の資格取得に必

要な取組にかかる経費 

・教材費 

・外部講習等への参加費、日本語講師による教育費 

・その他外国人介護職員が介護福祉士の資格取得

に必要と考える経費 

 

（３）外国人介護職員の生活支援に必要な取組にか

３００，０００円 

（１事業所等・１

介護福祉士養成

施設等あたり） 

３分の２ 対象経費の実支出額と総事業費

から寄付金その他の収入額を控除

した額とを比較して少ない方の額

に補助率を乗じたもの（１，０００

円未満の端数が生じた場合にはこ

れを切り捨てるものとする。）を交

付額とする。ただし、基準額に補助

率を乗じた額を上限とする。 



 
 

かる経費  

・自転車や家電（電子レンジ・洗濯機等）の購入費 

・メンタルヘルスケアに必要な経費  

・寮などの改修工事に要する経費 

・地域の日本人や外国人との交流を促進するため

の交流会開催費 

・その他、知事が必要と認める経費 

介護福祉士養成

施設、介護福祉

士学校、福祉系

高校及び日本語

学校 

在籍する（在籍予定を含む）外国人留学生への介

護福祉士国家試験合格のための教育の質の向上

に必要な取組にかかる経費 

・留学生向けの介護福祉士試験対策教材の作成に

必要な経費  

・留学生の指導方法等に関する教育の手引きの作

成に必要な経費  

・教員が異文化理解の教育・研修を受講するために

必要な経費  

・その他留学生への教育の質の向上に必要と考え

る経費 等 （※留学生に対する課外授業の実施

に必要な経費を除く。） 


